
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則
を
次
の
よ
う
に
定
め
る
。

令
和
八
年
三
月
三
十
一
日

徳
島
県
人
事
委
員
会
委
員
長

坂

田

千

代

子

徳
島
県
人
事
委
員
会
規
則
六
―
一
六
三

在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
す
る
規
則

（
趣
旨
）

第
一
条

こ
の
規
則
は
、
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳
島
県
条
例
第
二
号
。
以
下
「

一
般
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
八
条
の
三
、
徳
島
県
学
校
職
員
給
与
条
例
（
昭
和
二
十
七
年
徳

島
県
条
例
第
四
号
。
以
下
「
学
校
職
員
給
与
条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
一
条
の
三
及
び
徳
島
県
地
方
警

察
職
員
の
給
与
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
二
十
九
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
七
号
。
以
下
「
警
察
職
員
給
与

条
例
」
と
い
う
。
）
第
十
三
条
の
三
の
規
定
に
基
づ
き
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事

項
を
定
め
る
も
の
と
す
る
。

（
在
宅
勤
務
等
の
場
所
）

第
二
条

一
般
職
員
給
与
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
、
学
校
職
員
給
与
条
例
第
十
一
条
の
三
第
一
項
及
び

警
察
職
員
給
与
条
例
第
十
三
条
の
三
第
一
項
（
以
下
「
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
等
」
と
い
う
。
）
の

人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
場
所
は
、
次
に
掲
げ
る
場
所
と
す
る
。

一

職
員
の
配
偶
者
（
届
出
を
し
な
い
が
事
実
上
婚
姻
関
係
と
同
様
の
事
情
に
あ
る
者
を
含
む
。
）
又

は
二
親
等
内
の
親
族
の
住
居

二

宿
泊
施
設
の
客
室
（
職
員
が
当
該
客
室
の
利
用
に
係
る
料
金
を
負
担
す
る
場
合
に
限
る
。
）

三

前
二
号
に
掲
げ
る
場
所
に
準
ず
る
場
所
と
し
て
任
命
権
者
が
認
め
る
も
の

（
正
規
の
勤
務
時
間
か
ら
除
か
れ
る
時
間
）

第
三
条

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
時
間
は
、
次
に
掲
げ
る
時
間
と
す

る
。
一

職
員
の
勤
務
時
間
、
休
日
及
び
休
暇
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
四
十
年
徳
島
県
条
例
第
二
十
号
）
第

七
条
の
三
第
一
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
又
は
同
条
例
第
八
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休

日
（
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た

勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代
休
日
）
若
し
く
は
同
条

例
第
八
条
に
規
定
す
る
年
末
年
始
の
休
日
（
同
条
例
第
九
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定

さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休

日
に
代
わ
る
代
休
日
）
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務
時
間
（
い
ず
れ
も
特
に
勤
務
す
る
こ
と
を
命
ぜ
ら
れ

た
時
間
を
除
く
。
）

二

休
暇
に
よ
り
勤
務
し
な
い
時
間
及
び
前
号
に
掲
げ
る
時
間
の
ほ
か
、
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特

に
承
認
が
あ
っ
た
時
間

（
一
箇
月
当
た
り
の
在
宅
勤
務
等
の
平
均
日
数
を
算
出
す
る
た
め
の
基
礎
と
な
る
期
間
）

第
四
条

条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
等
の
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
は
、
三
箇
月
と
す
る
。

（
確
認
）

第
五
条

任
命
権
者
は
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
条
例

第
八
条
の
三
第
一
項
等
に
規
定
す
る
勤
務
（
以
下
「
在
宅
勤
務
等
」
と
い
う
。
）
を
行
う
場
所
、
在
宅

勤
務
等
を
命
ぜ
ら
れ
た
日
数
そ
の
他
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
等
の
職
員
（
以
下
「
在
宅
勤
務
等
手
当

支
給
職
員
」
と
い
う
。
）
た
る
要
件
を
具
備
す
る
か
ど
う
か
の
判
断
に
必
要
な
事
項
を
確
認
す
る
も
の



と
す
る
。

２

任
命
権
者
は
、
前
項
の
規
定
に
よ
る
確
認
を
行
う
場
合
に
お
い
て
必
要
と
認
め
る
と
き
は
、
職
員
に

対
し
在
宅
勤
務
等
を
行
う
場
所
等
を
明
ら
か
に
す
る
書
類
の
提
出
等
を
求
め
る
も
の
と
す
る
。

（
支
給
日
等
）

第
六
条

在
宅
勤
務
等
手
当
は
、
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
五
）
第
二
条
、
学
校
職
員

の
給
料
等
の
支
給
に
関
す
る
規
則
（
規
則
六
―
二
四
）
第
二
条
及
び
警
察
職
員
の
給
料
等
の
支
給
に
関

す
る
規
則
（
規
則
六
―
四
〇
）
第
二
条
に
規
定
す
る
支
給
定
日
（
以
下
「
支
給
日
」
と
い
う
。
）
に
支

給
す
る
。

２

在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
日
前
に
お
い
て
離
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
職
員
に
は
、
当
該
在
宅
勤
務
等

手
当
を
そ
の
際
支
給
す
る
。

（
支
給
期
間
等
）

第
七
条

職
員
が
新
た
に
在
宅
勤
務
等
手
当
支
給
職
員
た
る
要
件
を
具
備
す
る
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
は

、
条
例
第
八
条
の
三
第
一
項
等
に
規
定
す
る
人
事
委
員
会
規
則
で
定
め
る
期
間
以
上
の
期
間
、
在
宅
勤

務
等
手
当
を
支
給
す
る
。
た
だ
し
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
さ
れ
て
い
る
職
員
が
在
宅
勤
務
等
手
当

支
給
職
員
た
る
要
件
を
欠
く
こ
と
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
場
合
に
お
い
て
は
、
当
該
要
件
を
欠
く
こ

と
と
な
っ
た
と
認
め
ら
れ
た
月
以
後
、
在
宅
勤
務
等
手
当
を
支
給
し
な
い
。

（
雑
則
）

第
八
条

こ
の
規
則
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
在
宅
勤
務
等
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
人
事

委
員
会
が
定
め
る
。

附

則

こ
の
規
則
は
、
令
和
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。


